
見附市教育委員会告示第１７号 

見附市子育て短期支援事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和８年６月５日 

                見附市教育委員会教育長 渡邊 茂夫 

見附市子育て短期支援事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 見附市子育て短期支援事業実施要綱（令和２年見附市教育委員会告示第９号）の

一部を次のように改正する。 

第１条、第２条、第３条第３号、第４条第６号及び第８号、第５条ただし書、

第６条第１項から第５項まで、第７条、第９条並びに第１０条中「教育長」を

「市長」に改める。 

別表中事業単価の項を削り、「８７０円」を「１，４９０円」に、「４８０

円」を「７７０円」に、「１２０円」を「２１０円」に、「１９０円」を「２０

０円」に、「４，３２０円」を「７，４５０円」に、「２，３６０円」を「３，

８２０円」に、「６００円」を「１，０５０円」に、「９３０円」を「１，００

０円」に改める。 

別記様式第１号から別記第６号様式までの規定中「見附市教育委員会教育長」を

「見附市長」に改める。 

 附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市子育て短期支援事業実施要

綱の規定は、令和８年４月１日から適用する。 

 


